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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成23年3月31日(2011.3.31)

【公開番号】特開2007-254726(P2007-254726A)
【公開日】平成19年10月4日(2007.10.4)
【年通号数】公開・登録公報2007-038
【出願番号】特願2007-41384(P2007-41384)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  33/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  33/04    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月12日(2010.2.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクリル系樹脂を主成分とし、平均粒子径が０．０１μｍ以上１μｍ以下の範囲内の有
機微粒子を含む樹脂組成物であって、
　上記アクリル系樹脂は、ガラス転移温度が１１０℃以上２００℃以下の範囲内であり、
　上記有機微粒子は、コア・シェル構造を有し、コア部が架橋を有する構造であり、シェ
ル部にシアン化ビニル系単量体の構造単位と芳香族ビニル系単量体の構造単位とを含むこ
とを特徴とする樹脂組成物。
【請求項２】
　上記アクリル系樹脂を５０～９５重量％の範囲内で含み、上記有機微粒子を５～５０重
量％の範囲内で含むことを特徴とする請求項１に記載の樹脂組成物。
【請求項３】
　厚さ１００μｍのフィルムとした場合のヘイズが５％以下であることを特徴とする請求
項１または２に記載の樹脂組成物。
【請求項４】
　フィルムとした場合の面方向の位相差が、厚さ１００μｍあたり１０ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　上記アクリル系樹脂は、ラクトン環構造を有していることを特徴とする請求項１～４の
何れか１項に記載の樹脂組成物。
【請求項６】
　上記アクリル系樹脂は、下記一般式（１）
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【化１】

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３はそれぞれ独立に、水素原子または炭素数１～２０の有機残基
を示し、有機残基は酸素原子を含んでいてもよい。）
で表される構造を有することを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の樹脂組成物
。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか１項に記載の樹脂組成物からなることを特徴とするフィルム。
【請求項８】
　請求項１～６の何れか１項に記載の樹脂組成物を、ポリマーフィルターで濾過すること
を特徴とする樹脂組成物の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明に係る樹脂組成物は、上記課題を解決するために、アクリル系樹脂を主成分とし
、平均粒子径が０．０１μｍ以上１μｍ以下の範囲内の有機微粒子を含む樹脂組成物であ
って、上記アクリル系樹脂は、ガラス転移温度が１１０℃以上２００℃以下の範囲内であ
り、上記有機微粒子は、コア・シェル構造を有し、コア部が架橋を有する構造であり、シ
ェル部にシアン化ビニル系単量体の構造単位と芳香族ビニル系単量体の構造単位とを含む
ことを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、本発明に係る樹脂組成物では、上記有機微粒子は、架橋構造を有している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　樹脂組成物をフィルムとした場合の位相差を小さくするため、上記有機微粒子は、シア
ン化ビニル系単量体の構造単位と芳香族ビニル系単量体の構造単位とを含む。上記構成に
よれば、上記構造単位を有する有機微粒子は、アクリル系樹脂との相溶性に優れるため、
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上記有機微粒子はアクリル系樹脂中でより均一に分散することができる。このため、フィ
ルムとした場合の耐折曲げ性（可撓性）をより改善することができる。さらには、上記有
機微粒子はアクリル系樹脂中での凝集が少ないため、フィルタの目詰まりなどを起こすこ
となく濾過を行うことができる。これにより、異物の少ない樹脂組成物を提供することが
できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　また、樹脂組成物をフィルムとした場合の可撓性を改善するため、上記有機微粒子は架
橋構造を有している。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
　また、樹脂組成物中でより均一に分散させるため、上記有機微粒子はコア・シェル構造
を有する。つまり、上記有機微粒子は、中心の部分（コア）のみに多官能性化合物由来の
構造を有し、中心の部分を囲む部分（シェル）には、樹脂組成物を構成するアクリル系樹
脂との相溶性が高く、且つフィルムとした場合における位相差を低下させる構造を有する
ことが好ましい。これより、有機微粒子は上記樹脂組成物中でより均一に分散することが
でき、フィルムとした場合の耐折曲げ性（可撓性）をより改善することができる。さらに
は、上記有機微粒子はアクリル系樹脂中での凝集が少ないため、フィルタの目詰まりなど
を起こすことなく濾過を行うことができる。これにより、異物の少ない樹脂組成物を提供
することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
　上記シェル部としては、樹脂組成物を構成するアクリル系樹脂との相溶性が高い構造で
あり、且つフィルムとした場合の位相差を低下させることができれば特には限定されない
。具体的には、上記シェル部は、上述したシアン化ビニル系単量体の構造単位と芳香族ビ
ニル系単量体の構造単位とを有する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
　上記コア部の構造としては、上記樹脂組成物をフィルムとした場合の可撓性を改善する
効果を発現する構造であれば特には限定されず、架橋を有する構造である。また、架橋を
有する構造としては、架橋ゴム構造であることが好ましい。架橋ゴム構造としては、例え
ばアクリル系ゴム、ポリブタジエン系ゴム、オレフィン系ゴムの構造（繰り返し構造単位
）が挙げられる。


	header
	written-amendment

